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  平成 28 年熊本地震により被災した被保険者に係る介護保険の第一号保険

料の減免に対する財政支援の基準等について 

 

 平成 28 年熊本地震により被災した被保険者に係る介護保険の第一号保険料

（以下「保険料」という。）の減免については、「災害により被災した要介護

高齢者等への対応について」（平成 28 年４月 15 日付け厚生労働省老健局介護

保険計画課企画法令係事務連絡）によりお示ししているところですが、特別調

整交付金の交付対象となる当該被保険者に係る保険料の減免の取扱い等につい

て下記のとおり連絡しますので、貴管内保険者への周知等よろしくお願いしま

す。 

記 

 

Ⅰ 特別調整交付金の交付対象となる減免基準について 

 １ 平成28年熊本地震により被災した被保険者に係る特別調整交付金の交付

対象となる保険料減免の基準については、追って通知することとしている

が、具体的な基準及びその概要は別紙及び参考資料のとおりとする予定で

あること。 

２ 保険料の減免については、各保険者が条例に基づき行うものであり、災

害による減免について現行の条例に対応する規定がない場合は、条例の整

備が必要となること。 

３ 保険者が減免の要件に該当することが明らかであると認める場合につい

ては、被災した被保険者等に減免の意思を確認することをもって減免の申

請があったものとみなすことも考えられること。また、減免対象期間中に

既に徴収した保険料がある場合について、徴収前に減免の申請が出来なか

ったやむを得ない理由があると認められる場合には、被災した被保険者等

に減免の意思を確認の上、遡って減免を行うことも考えられること。 

 

 



 

 

○平成28年熊本地震による介護保険の第一号被保険者に係る保険料の減免に対

する特別調整交付金の算定基準について 

 

１ 交付対象とする減免措置 

特別調整交付金の交付対象となる減免措置は、熊本県内の市町村の介護保

険の第一号被保険者について、介護保険法（平成９年法第123号）第142条の

規定に基づき定める条例により市町村が行ったものとする。 

 

２ 交付額の算定の基礎となる減免基準 

 

(１) 対象となる被保険者及び減免額 

保険料の減免額は、次の①から④までに掲げる第一号被保険者について、

それぞれの基準により算定した額とすること。なお、複数の基準に該当す

る場合は、減免額の大きいものを適用すること。 

 

① 平成28年熊本地震（以下「地震」という。）によりその居住する住宅に

損害を受けた第一号被保険者 

当該者の第一号保険料の額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減

免割合を乗じて得た額 

損 害 程 度 軽減又は免除の割合 

全  壊 全 部 

半壊・大規模半壊 ２分の１ 

 

（注）長期避難世帯（被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）第２

条第２号ハに該当する世帯をいう。）に属する世帯の第一号被保険者につ

いては、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。 

 

② 地震による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維

持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第１項第

９号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第一号

被保険者 

全部 

 

③ 地震による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維

持者の行方が不明となった第一号被保険者 

全部 

 

④ 地震による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維

持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入（以下「事業収入

等」という。）の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額（保険

金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）が平成27年中

における当該事業収入等の額の10分の３以上である第一号被保険者(合

計所得金額（地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をい

（別紙） 



う。以下同じ。）のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400

万円を超える者を除く。) 

【表１】で算出した第一号保険料額に、【表２】の平成27年の合計所得      

金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 
  

【表１】 

対象保険料額＝Ａ×Ｂ／Ｃ 

Ａ：当該第一号被保険者の保険料額 

Ｂ：第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見

込まれる事業収入等に係る平成27年の所得の合計額 

Ｃ：第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の平成27年の合計所

得金額 

 

【表２】 

平成27年の合計所得金額 軽減又は免除の割合 

190万円以下であるとき(※) 全部 

190万円を超えるとき(※) 

10分の8 

 

ただし、第一号被保険者の属する世

帯の生計を主として維持する者につ

いて、失業し、又は事業を廃止した 

等により、当面の間、収入が見込め

ない場合は、全部 

※市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)において、他の

社会保障制度における保険料減免基準額を勘案して境界額(190 万

円)を変更できることとし、この場合において、厚生労働大臣が当該

境界額を変更した理由に合理的であると認めるときは、当該境界額以

下の場合について、軽減又は免除の割合を全部とする 

 
(２) 対象となる第一号保険料 

対象となる第一号保険料は、平成28年度分の保険料であって、平成28年

４月14日から平成29年３月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されて

いる保険料又は同期間に特別徴収される保険料とすること。 

なお、次の①及び②に掲げる場合については、当該保険料のうち、それ

ぞれ次の保険料とすること。 

 

① 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、平成28年

３月分以前の第一号保険料の納期限が平成28年４月14日以降に設定され

ている場合 

平成28年４月分以降の保険料 

 

② (１)の③に該当する場合であって、平成29年３月31日までの間にその

行方が明らかとなったとき 

行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料 

 



３ 第一号保険料の減免に要する費用に対する財政支援について 

 

介護保険の第一号保険料の減免に伴う特別調整交付金の交付基準は別途通

知することとしているが、次の点に留意されたいこと。 

 

(１) 平成28年４月14日から平成29年３月31日までの間に納期限がある第一

号保険料の減免を行った場合に、２に記載する減免割合に係る減免額につ

いて、その10分の８に相当する額を特別調整交付金の交付対象とする予定

であること。なお、更なる財政支援が必要かどうかは、免除の実施状況等

を踏まえ、今後検討する予定であること。 

 

(２) この取扱いは、平成28年度の保険料についての取扱いであること。 



熊本地震に係る介護保険の第一号保険料の減免への特別調整交付金による財政支援について（概要）

＜補助対象＞
○ 以下の要件を満たす介護保険の第一号保険料へ減免を行った保険者に対して、特別調整交付金により財政支援を
行うこととする。

※補助対象は東日本大震災直後のものと同内容。
※条例に基づいて行うものである必要がある。

＜補助割合＞
○ ８／１０とする。なお、更なる財政的な支援が必要かどうかは、免除の実施状況等を踏まえ、今後検討。

＜対象保険者＞
○熊本県内の全市町村

＜期間＞
○ この取扱いは、平成28年度までとする。

今回の取扱い 原則

補助対象

･住宅の損害 損害金額及び所得要件無し
（損害程度） （減免割合）
全壊 ⇒ 全部
半壊・大規模半壊 ⇒ ２分の１

損害金額及び所得要件あり

※損害の程度及び対象の被保険者等の基準所得金
額（合計所得190万円）で軽減割合が異なる。

･主たる生計維持者が

①死亡・行方不明の場合 ○ ○

②障害者となった場合 ○ ○※軽減割合は９/10

③重篤な傷病を負った場合 ○ ×

･事業収入等の減少 ・損失金額３/１０以上
・事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入が対象
※対象の被保険者の基準所得金額（合計所得190万円）
で軽減割合が異なる（一部要件緩和）

・損失金額３/１０以上
・事業収入が対象
※対象の被保険者の基準所得金額（合計所得190万円）
で軽減割合が異なる

財政負担の要件 無し（３％未満でも可） 保険料賦課額の３％以上


